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判決年月日 平成２０年９月８日 担 知的財産高等裁判所 第４部
当

事 件 番 号 平成19年（行ケ）第10307号 部

○ 名称を「無鉛はんだ合金」とする発明に関し，特許請求の範囲の記載がいわゆる

サポート要件に適合しているとして特許無効審判請求を不成立とした審決について，

特許請求の範囲の記載が同要件に適合しないとして，同審決が取り消された事例

（関連条文）特許法３６条６項１号，１２３条１項４号

１ 事件類型：特許無効審判請求に対する不成立審決についての取消訴訟

２ 本件発明１及び４の要旨

「 請求項１】【

Ｃｕ ０．３～０．７重量％，Ｎｉ ０．０４～０．１重量％，残部Ｓｎからなる，金属間化合

物の発生を抑制し，流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

【請求項４】

請求項１に対して，さらにＧｅ ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金 」。

３ 審決の理由の要旨

「発明の詳細な説明には，本件各発明（請求項１ないし４に係る発明）における『金属間化合物

の発生を抑制し，流動性が向上した』なる事項についての記載があり，しかも 『金属間化合物の，

発生を抑制し，流動性が向上した』とは，ＳｎにＣｕ又はＮｉを単独で添加すると，ＳｎとＣｕと

の金属間化合物又はＳｎとＮｉとの金属間化合物が発生し，噴流はんだ付けにおける合金溶融時に

溶湯中に存在して流動性が低下するところ，互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるＣ

ｕとＮｉを所定量添加することにより，ＳｎにＣｕ又はＮｉを単独で添加する場合と比較して，上

記金属間化合物の発生が相対的に抑制され，その結果として，噴流はんだ付けに適したさらさらの

状態に流動性が相対的に向上したことを意味するものであって，その内容も明らかにされている。

更に ・・・ 金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』無鉛はんだ合金が実現できる， 『

といえ，本件各発明における『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』なる事項は，実

質的に裏付けられている。

以上のことから，本件各発明における『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』なる

事項は，発明の詳細な説明に記載されているといえる。

これについて，請求人は，発明の詳細な説明に，発明を実施するための最良の形態として記載さ

『 ， ， ， ， 』 ， 『 ，れている サンプル１ ２ ４ ８ ９ で 本件各発明における 金属間化合物の発生を抑制し

流動性が向上した』なる事項は，裏付けられていないから，本件各発明は，発明の詳細な説明に記

載されているとはいえないと主張する。

しかしながら，Ｃｕ ０．３～０．７重量％，Ｎｉ ０．０４～０．１重量％，残部Ｓｎからな

る無鉛はんだ合金が 『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』なる事項を有している，
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ものであることは，上述のとおりであるところ，上記『サンプル１，２，４，８，９』が，発明を

実施するための最良の形態として記載されていることは明らかであり，いずれのサンプルも，その

， ，『 ，合金組成が上記数値範囲内のものであるから これらサンプルは 金属間化合物の発生を抑制し

流動性が向上した』なる事項を有していると解するのが自然であり，仮に有していないとしても，

上述のとおり，本件各発明における『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』なる事項

は，発明の詳細な説明に記載されていることに変わりはないのである。

よって，請求人の主張に理由はない 」。

４ 本判決の判断

本判決は，以下のとおり説示し，本件発明１及び４に係る特許請求の範囲の記載はサポ

ート要件に適合するものとはいえず，したがって，本件発明１及び４に係る本件特許は特

許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである

から，同法１２３条１項４号に該当し，無効とされるべきであり，これと異なる審決は誤

りであるとした。

「１ 特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件について

( )ア 特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号が規定するいわゆるサポート要件に適合1

するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，

発明の詳細な説明の記載が，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することがで

きる程度のものであるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に

照らし，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであ

るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。

イ また，発明の詳細な説明の記載が，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識

することができる程度のものでなく，かつ，特許出願時の技術常識に照らしても，当業者において

当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものでない場合に，特許出願後に

実験データ等を提出し，発明の詳細な説明の記載内容を記載外において補足することによって，そ

の内容を補充ないし拡張し，これにより，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するように

することは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度に趣旨に反し許されないと解すべ

きである。

( ) ところで，本件発明１は，請求項１記載の組成（以下「本件組成」という ）を有する無鉛2 。

はんだ合金であって 「金属間化合物の発生を抑制し」との構成（以下「本件構成Ａ」という ）， 。

及び「流動性が向上した」との構成（以下「本件構成Ｂ」という ）を含むものであるところ，一。

般に，合金に係る発明を，その組成に加え，その機能ないし性質を用いて特定する場合，当該発明

は，その機能ないし性質を必要とする用途に用いられる合金であり，当該組成を有する当該合金が

当該機能ないし性質を備えることにより，当該発明の課題が解決されるものと理解されるのである

から，上記( )アにおいて説示したところに照らせば，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載が1

サポート要件に適合するものであるか否かについて判断するに当たっては，本件明細書の発明の詳

細な説明が，当業者において，無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより，本件構成Ａ及びＢ
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の機能ないし性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものであるか，又は，

本件出願時の技術常識を参酌すれば，当業者において，そのように認識することができる程度に記

載されたものであることを要すると解するのが相当である。

( ) 以上の観点から，以下，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合す3

るものであるか否かについて検討する。

２ 本件明細書の発明の詳細な説明の記載

・・・

３ 検討

( )ア 上記２のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件構成Ａ及びＢに関する記載1

として 「本発明では・・・金属間化合物の発生を抑制し流動性が向上したはんだ合金を開示する，

ことを目的としたものである 「本発明では，上記目的を達成するためのはんだ合金として，Ｃ。」，

． ． ， ． ． ， 」，ｕ ０ ３～０ ７重量％に Ｎｉ ０ ０４～０ １重量％ 残部Ｓｎの３元はんだを構成した

「ＮｉはＳｎとＣｕが反応してできるＣｕ６Ｓｎ５あるいはＣｕ３Ｓｎのような金属間化合物の発

生を抑制する作用を行う。このような金属間化合物は融点が高く，合金溶融時に溶湯の中に存在し

て流動性を阻害し，はんだとしての性能を低下させる ・・・そこで，これを回避するためにＮｉ。

を添加したが，Ｎｉ自身もＳｎと反応して化合物を発生させるが，ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割

合で溶け合う全固溶の関係にあるため，ＮｉはＳｎ－Ｃｕ金属間化合物の発生に相互作用をする。

本発明では，ＳｎにＣｕを加えることによってはんだ接合材としての特性を期待するものであるか

ら，合金中にＳｎ－Ｃｕ金属間化合物が大量に形成されることは好ましくないものということがで

きる。そこで，Ｃｕと全固溶の関係にあるＮｉを採用し，ＣｕのＳｎに対する反応を抑制する作用

を行わしめるものである ・・・Ｎｉの添加量を減らしていった場合，０．０４重量％以上であれ。

ばはんだ流動性の向上が確認でき（た 「ＳｎにＮｉを単独で徐々に添加した場合には融点の上）」，

昇と共に，Ｓｎ－Ｎｉ化合物の発生によって溶解時に流動性が低下するが，Ｃｕを投入することに

よって粘性はあるものの流動性が改善され，さらさらの状態になる 「本発明では，ＮｉがＣｕ」，

と全固溶し，かつＣｕとＳｎの合金によるブリッジの発生などを抑制できることに着目している」

との各記載，すなわち，無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより本件構成Ａ及びＢの機能な

いし性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として「ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割合で溶

け合う全固溶の関係にあるため，ＮｉはＳｎ－Ｃｕ金属間化合物の発生を抑制する作用をする」と

の趣旨の記載があるにすぎず，本件構成Ａ及びＢの機能ないし性質が達成されたことを裏付ける具

体例の開示はおろか，当該機能ないし性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法（測

定方法）についての開示すらない。

イ なお，本件明細書の発明の詳細な説明には，上記２のとおり，本件発明１に係る無鉛はんだ

合金の各種試験結果についての記載があるが，うち，ヌレ性試験以外の各種試験が本件構成Ａ及び

， ， 。Ｂの機能ないし性質と直接の関係のないものであることは それらの内容に照らし 明らかである

また，本件構成Ａ及びＢの機能ないし性質が，その内容及び上記２の記載内容に照らし，Ｓｎ－

Ｃｕ金属間化合物の生成の抑制に関し，Ｎｉの添加量の程度によって左右されるものであるのに対



- 4 -

し，ヌレ性については，上記２のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，無鉛はんだ合金自

体の融点の温度によって左右されるものである趣旨の記載があるのみであるから，ヌレ性試験につ

いても 本件構成Ａ及びＢの機能ないし性質とは直接の関係のないものであるというべきであり な， （

お，被告も，現在のはんだ合金につき 「流動性の良さという，ぬれ性とは別個の課題を解決する，

必要がある」と主張するところであるし，本件明細書の発明の詳細な説明においても 「・・・は，

んだ合金において鉛は・・・流動性およびヌレ特性を改善する重要な金属であるとされていた 」。

との記載がある ，その他，ヌレ性試験が本件構成Ａ及びＢの機能ないし性質に関する試験であ。）

ると認めるに足りる証拠はない。

ウ(ｱ) さらに，本件明細書の発明の詳細な説明中の「ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割合で溶け

合う全固溶の関係にあるため，ＮｉはＳｎ－Ｃｕ金属間化合物の発生を抑制する作用をする」との

趣旨の記載の技術的意義についてみるに，以下の各書面には，それぞれ以下の各記載がある。

ａ 甲９

・・・

ｂ 甲１６

・・・

(ｲ) 甲９には，上記(ｱ)ａのとおり 「Ｎｉを添加することによって凝固時（液相→固相の相変，

態時）に金属間化合物であるＣｕ Ｓｎ 中に選択的にＮｉが取り込まれ，Ｃｕ Ｓｎ 固液界面エネ６ ５ ６ ５

ルギー状態に変化を来たす ・・・そのため，Ｃｕ Ｓｎ の晶出（あるいは発生）が抑制（あるい。 ６ ５

は制御）される。その結果として 『流動性』が向上・・・する 」との見解を示した記載がある。， 。

しかしながら，甲９は，本件出願の日（平成１１年３月１５日）から７年以上が経過した平成１

８年６月６日付けで作成されたものであり，しかも，上記(ｱ)の各記載によれば，上記見解は 「同，

月の時点で最もその分野に明るく，その能力を有する者」が 「同月当時に存在した学術データを，

基に，当時の知見から考え得るすべてのメカニズムを検討して得た 「最大限でき得る限りの ，」， 」

「 」 「 」 「 」 ， ， ，「 」 ，先見性 を有する 私見 ないし 個人的見解 であり しかも 上記見解は 議論 であり

「まだよく分かっていないので，これから調べる必要がある 「今後の学術研究によりさらに詳」，

しく解明されることが期待される」などというものにすぎず，さらには，甲９の実験において「Ｓ

ｎ－０．７Ｃｕ合金は，Ｎｉ添加量が４００ｐｐｍ～８００ｐｐｍの範囲において，流動性が相対

的に著しく高くなることが示された」こと自体が 「学術的にも重大な発見」であるというのであ，

る。

そうだとすると，甲９に上記見解を示した記載があるからといって，本件出願当時ないしは本件

出願に係る優先日（平成１０年３月２６日，同年１０月２８日）当時 「ＣｕとＮｉは互いにあら，

ゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため，ＮｉはＳｎ－Ｃｕ金属間化合物の発生を抑制する作

用をする」ことが当業者の技術常識であったものとは到底認められず，その他，そのような事実を

認めるに足りる証拠はない。

( ) 上記( )において検討したところによれば，本件明細書の発明の詳細な説明が，当業者にお2 1

いて，無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより，本件構成Ａ及びＢの機能ないし性質が得ら



- 5 -

れるものと認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであり，かつ，本件出

願（優先日）当時の技術常識を参酌しても，当業者において，そのように認識することができる程

度に記載されたものでないことは明らかであるといわざるを得ない。

したがって，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するものと認めるこ

とはできない。

( ) 被告は，本件発明１の無鉛はんだ合金が良好な流動性を示す実験として，甲９の実験及び乙２の実3

験を挙げた上，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かの判断に当たり，

これら実験の結果を参酌することが許される旨主張するが，前記１( )イに説示したところに照らせば，上1

記各実験結果をもって本件明細書の発明の詳細な説明を補充ないし拡張することは許されないから，被告の

主張を採用することはできない。

４ 結論

以上のとおりであるから，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号の

サポート要件に適合するものとはいえない。そして，本件発明４に係る特許請求の範囲の記載は，

「請求項１に対して，さらにＧｅ ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金 」というもの。

であるから，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載が同号のサポート要件に適合するものとはい

えない以上，本件発明４に係る特許請求の範囲の記載も，同号のサポート要件に適合するものとは

いえないことになる。

そうすると，本件発明１及び４に係る本件特許は，同項に規定する要件を満たしていない特許出

願に対してされたものであるから，同法１２３条１項４号に該当し，無効とされるべきである。

したがって，これと異なる審決の判断は誤りである（ 」。）


